
提

出

者

北

川

れ

ん

子

平
成
十
五
年
六
月
十
七
日
提
出

質

問

第

一

〇

四

号

「
行
政
機
関
の
保
有
す
る
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
法
律
」
「
行
政
機
関
の
保
有
す
る
電
子
計
算
機
処
理
に

係
る
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
法
律
」
に
関
す
る
質
問
主
意
書
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「
行
政
機
関
の
保
有
す
る
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
法
律
」
「
行
政
機
関
の
保
有
す
る
電
子
計
算
機
処
理
に

係
る
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
法
律
」
に
関
す
る
質
問
主
意
書

先
ほ
ど
「
行
政
機
関
の
保
有
す
る
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
法
律
」
（
以
下
、
新
法
と
す
る
）
が
、
国
会
内
外
に
お
い
て

多
く
の
議
論
が
あ
る
な
か
成
立
し
た
。
現
に
施
行
さ
れ
て
い
る
「
行
政
機
関
の
保
有
す
る
電
子
計
算
機
処
理
に
係
る
個
人
情
報

の
保
護
に
関
す
る
法
律
」
（
以
下
、
現
行
法
と
す
る
）
に
比
べ
て
、
対
象
個
人
情
報
の
範
囲
が
拡
大
し
個
人
の
権
利
保
障
も
充

実
す
る
等
、
一
定
の
前
進
を
し
た
。
し
か
し
一
方
で
、
国
会
審
議
の
際
に
は
国
会
内
外
か
ら
、
行
政
機
関
に
よ
る
個
人
情
報
取

扱
い
に
関
す
る
裁
量
が
大
き
い
こ
と
、
個
人
の
権
利
保
障
制
度
と
し
て
不
十
分
で
あ
る
こ
と
等
、
行
政
機
関
の
保
有
す
る
個
人

情
報
を
保
護
す
る
法
制
と
し
て
、
そ
の
実
効
性
に
対
し
て
多
く
の
懸
念
が
寄
せ
ら
れ
た
。
こ
れ
ら
の
点
は
、
国
会
審
議
に
お
い

て
も
い
ま
だ
そ
の
懸
念
に
答
え
る
に
足
る
十
分
な
説
明
が
さ
れ
て
い
な
い
。

そ
こ
で
、
以
下
質
問
す
る
。

一

新
法
第
二
条
第
二
項
に
い
う
「
個
人
情
報
」
の
定
義
と
し
て
、
現
行
法
の
解
釈
と
同
様
に
死
者
の
個
人
情
報
の
中
に
生
存

す
る
個
人
を
識
別
す
る
情
報
が
含
ま
れ
る
場
合
は
該
当
す
る
と
答
弁
し
て
い
る
が
、
例
え
ば
ど
の
よ
う
な
個
人
情
報
が
こ
れ

に
該
当
す
る
の
か
。

一



二

国
立
病
院
等
に
お
け
る
死
者
の
カ
ル
テ
の
よ
う
に
、
死
者
の
個
人
情
報
に
生
存
す
る
遺
族
の
個
人
情
報
が
含
ま
れ
て
い
な

い
死
者
の
個
人
情
報
も
あ
る
が
、
こ
の
よ
う
な
個
人
情
報
に
対
す
る
遺
族
か
ら
の
開
示
請
求
は
ど
の
よ
う
に
扱
わ
れ
る
の

か
。

三

死
者
の
個
人
情
報
は
、
生
存
す
る
個
人
に
関
す
る
個
人
情
報
と
み
な
せ
る
場
合
等
ご
く
一
部
を
除
い
て
す
べ
て
法
の
対
象

外
と
な
っ
て
お
り
、
死
者
の
個
人
情
報
の
利
用
・
提
供
に
つ
い
て
は
何
ら
制
限
が
な
い
。
死
者
の
個
人
情
報
の
保
護
に
つ
い

て
ど
の
よ
う
な
措
置
が
と
ら
れ
る
の
か
。

四

新
法
第
三
条
第
一
項
に
個
人
情
報
の
保
有
制
限
と
し
て
「
法
令
の
定
め
る
所
掌
事
務
を
遂
行
す
る
た
め
必
要
な
場
合
に
限

り
」
と
あ
る
が
、
個
別
の
法
令
に
個
人
情
報
の
収
集
範
囲
等
が
規
定
さ
れ
て
い
な
い
場
合
、
所
掌
事
務
の
遂
行
に
必
要
な
個

人
情
報
の
範
囲
を
ど
の
よ
う
な
基
準
で
判
断
し
、
ど
の
よ
う
な
場
合
は
違
法
な
収
集
と
な
る
の
か
。

五

新
法
第
四
条
第
一
項
に
あ
る
、
個
人
情
報
の
取
得
に
当
た
っ
て
の
利
用
目
的
の
明
示
が
、
「
本
人
か
ら
直
接
書
面
（
以

下
、
省
略
）
に
記
録
さ
れ
た
当
該
本
人
の
個
人
情
報
を
取
得
す
る
と
き
は
」
と
限
定
さ
れ
て
い
る
の
は
な
ぜ
か
。

六

新
法
第
八
条
第
二
項
に
よ
り
行
わ
れ
る
目
的
外
利
用
・
外
部
提
供
に
つ
い
て
、
新
法
第
十
条
第
一
項
第
六
号
に
よ
り
通
知

さ
れ
る
場
合
以
外
に
、
目
的
外
利
用
・
外
部
提
供
の
実
態
を
ど
の
よ
う
な
基
準
で
把
握
、
公
表
す
る
の
か
。
国
会
答
弁
に
お

二



い
て
「
一
定
の
規
模
の
一
定
の
も
の
」
に
つ
い
て
取
り
ま
と
め
て
い
き
た
い
と
あ
る
が
、
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
場
合
を
想

定
し
て
い
る
の
か
。

七

新
法
第
八
条
第
二
項
第
四
号
に
い
う
、
学
術
研
究
の
目
的
の
た
め
に
提
供
す
る
こ
と
が
で
き
る
場
合
と
は
ど
の
よ
う
な
場

合
か
。
ま
た
、
「
そ
の
他
保
有
個
人
情
報
を
提
供
す
る
こ
と
に
つ
い
て
特
別
の
理
由
の
あ
る
と
き
」
の
「
特
別
の
理
由
」
と

は
ど
の
よ
う
な
基
準
で
判
断
さ
れ
、
ど
の
よ
う
な
場
合
が
該
当
す
る
の
か
。

八

新
法
第
十
条
第
二
項
第
六
号
に
よ
り
、
一
年
以
内
に
消
去
す
る
も
の
の
、
電
子
化
さ
れ
た
自
衛
官
適
齢
者
名
簿
や
デ
ー
タ

マ
ッ
チ
ン
グ
に
よ
る
一
時
的
な
デ
ー
タ
の
作
成
の
よ
う
に
、
毎
年
な
い
し
定
期
的
に
作
成
さ
れ
る
も
の
の
一
年
以
内
に
消
去

さ
れ
る
個
人
情
報
フ
ァ
イ
ル
も
、
一
律
に
事
前
通
知
の
対
象
外
と
さ
れ
る
規
定
と
な
っ
て
い
る
が
、
反
復
性
や
継
続
性
を
考

慮
し
て
い
な
い
の
は
な
ぜ
か
。

九

新
法
第
十
条
第
二
項
第
九
号
は
、
個
人
情
報
フ
ァ
イ
ル
が
個
人
の
権
利
利
益
に
深
く
関
わ
り
軽
微
な
も
の
で
な
く
と
も
、

一
定
数
で
一
律
に
対
象
外
と
さ
れ
る
規
定
で
あ
る
。
個
人
情
報
フ
ァ
イ
ル
の
質
・
内
容
を
問
わ
ず
に
一
律
に
除
外
す
る
の
は

な
ぜ
か
。

十

新
法
第
十
条
・
第
十
一
条
の
規
定
に
よ
り
、
個
人
情
報
フ
ァ
イ
ル
は
事
前
通
知
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
個
人
情
報
フ
ァ
イ
ル

三



簿
は
作
成
さ
れ
な
い
が
、
個
人
情
報
フ
ァ
イ
ル
作
成
前
に
は
新
法
第
十
条
第
二
項
第
九
号
の
規
定
に
該
当
す
る
と
し
て
事
前

通
知
さ
れ
て
い
な
い
も
の
の
、
事
後
に
な
っ
て
同
号
で
定
め
る
数
を
超
え
た
場
合
は
、
そ
の
個
人
情
報
フ
ァ
イ
ル
簿
の
作

成
・
公
表
は
ど
う
な
る
の
か
。

十
一

新
法
第
二
十
七
条
・
第
三
十
六
条
は
、
開
示
請
求
に
よ
る
開
示
の
実
施
を
受
け
ら
れ
な
け
れ
ば
、
目
的
外
利
用
・
外
部

提
供
や
違
法
な
個
人
情
報
収
集
に
対
す
る
訂
正
請
求
や
利
用
停
止
請
求
は
認
め
な
い
規
定
と
な
っ
て
い
る
。
そ
の
理
由
は
何

か
。

十
二

現
行
法
に
は
、
附
帯
決
議
と
し
て
「
我
が
国
の
高
度
情
報
化
、
国
民
の
自
己
情
報
に
関
す
る
意
識
、
行
政
情
報
の
保

有
・
利
用
の
在
り
方
等
、
状
況
の
急
激
な
変
化
に
か
ん
が
み
、
五
年
以
内
に
本
法
の
必
要
な
見
直
し
を
行
う
こ
と
」
と
さ
れ

て
い
た
が
、
こ
の
見
直
し
が
行
わ
れ
な
か
っ
た
具
体
的
な
理
由
は
何
か
。

右
質
問
す
る
。

四


